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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波の断層像ボリュームデータと弾性像ボリュームデータに基づいてボリュームレン
ダリングにより断層投影像と弾性投影像を生成するボリュームレンダリング部と、該ボリ
ュームレンダリング部により生成された断層投影像と弾性投影像を表示する表示器とを備
え、
　前記ボリュームレンダリング部は、レンダリング空間に設定されるカット面により仕切
られる一方のレンダリング空間について、設定される範囲内の弾性値を有する前記弾性像
ボリュームデータのボクセルに対応する前記断層像ボリュームデータのボクセルをレンダ
リングして前記断層投影像を生成して前記表示器に表示させることを特徴とする超音波診
断装置。
【請求項２】
　請求項1に記載の超音波診断装置において、
　前記ボリュームレンダリング部は、前記カット面により仕切られる他方のボリュームレ
ンダリング空間については、前記断層像ボリュームデータを通常のレンダリングによる断
層投影像を生成して前記表示器に表示させることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】
　請求項1に記載の超音波診断装置において、
　前記ボリュームレンダリング部は、さらに、前記一方のレンダリング空間について、前
記設定される範囲内の弾性値を有する前記弾性像ボリュームデータのボクセルをレンダリ
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ングして弾性投影像と、前記断層像ボリュームデータを通常のレンダリングによる前記断
層投影像を生成し、前記弾性投影像と通常のレンダリングによる前記断層投影像とを重畳
して前記表示器に表示させることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】
　請求項1乃至3のいずれか一項に記載の超音波診断装置において、
　前記ボリュームレンダリング部は、前記一方のレンダリング空間のうち前記断層投影像
以外の領域について、血流像ボリュームデータをボリュームレンダリングして血流投影像
を生成して、前記表示器に表示させることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項５】
　請求項1乃至3のいずれか一項に記載の超音波診断装置において、
　前記ボリュームレンダリング部は、前記断層像ボリュームデータ又は前記弾性像ボリュ
ームデータに基づいて、前記カット面に断層断面像又は弾性断面像を生成して前記表示器
に表示させることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項６】
　請求項4に記載の超音波診断装置において、
　前記ボリュームレンダリング部は、前記血流像ボリュームデータに基づいて、前記カッ
ト面に血流断面像を生成して前記表示器に表示させることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項７】
　請求項1乃至6のいずれか一項に記載の超音波診断装置において、
　前記カット面は、前記断層像ボリュームデータを用いて前記表示器に表示される直交3
断面の少なくとも1つの断面像に設定されることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項８】
　請求項1乃至6のいずれか一項に記載の超音波診断装置において、
　前記カット面は、平行な複数枚のカット面を有してなり、前記ボリュームレンダリング
部は、前記複数枚のカット面の外側の領域に、前記設定される範囲内の弾性値を有する前
記弾性像ボリュームデータのボクセルに対応する前記断層像ボリュームデータのボクセル
をレンダリングして前記断層投影像を生成することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項９】
　請求項8に記載の超音波診断装置において、
　前記複数枚のカット面は、前記表示器に表示される直交3断面のそれぞれの断面像に設
定されることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１０】
　請求項1乃至9のいずれか一項に記載の超音波診断装置において、
　前記断層投影像は、前記弾性値に応じて色付け表示されることを特徴とする超音波診断
装置。
【請求項１１】
　請求項1乃至10のいずれか一項に記載の超音波診断装置において、
　前記表示器に表示される断層投影像に並べて弾性カラースケールが表示され、該弾性カ
ラースケールに前記設定される範囲が表示されることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１２】
　請求項11に記載の超音波診断装置において、
　前記設定される範囲は、前記表示器に表示された弾性カラースケール上で可変設定可能
に形成されてなることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１３】
　請求項1に記載の超音波診断装置において、
　前記レンダリング空間に設定されるカット面を設定する操作部を備えることを特徴とす
る超音波診断装置。
【請求項１４】
　請求項1に記載の超音波診断装置において、
　前記断層像ボリュームデータと前記弾性像ボリュームデータとを記憶するメモリ部を備
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えることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１５】
　超音波の断層像ボリュームデータと弾性像ボリュームデータを取得し、レンダリング空
間に設定されるカット面により仕切られる一方のレンダリング空間について、設定される
範囲内の弾性値を有する前記弾性像ボリュームデータのボクセルに対応する前記断層像ボ
リュームデータのボクセルをレンダリングして断層投影像を生成し、該生成された断層投
影像を表示器に表示させる超音波画像表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断装置に係り、具体的には、断層投影像に弾性投影像等の他の超音
波投影像が有する特質を生かして組み合わせた断層投影像を構築して表示する機能を備え
た超音波診断装置及び超音波画像表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、超音波探触子から被検体に対し超音波を送信し、被検体の生体組織
から還ってくる超音波の反射エコーを超音波探触子で受信し、受信した反射エコー信号を
整相処理等の受信処理をしてRFフレームデータを生成する。そして、生成されたRFフレー
ムデータに基づいて診断部位の濃淡2次元の断層像を生成して表示器に表示するように構
成されている。また、生体組織の一定の塊り部分(ボリューム)に係る2次元の断層像デー
タを複数枚取得して断層像ボリュームデータを生成し、ボリュームレンダリングにより濃
淡3次元の断層投影像を作成して表示器に表示するように構成されたものも知られている
。
【０００３】
　同様に、生体組織に加えられた圧縮量が異なる2つのRFフレームデータに基づいて、診
断部位の生体組織の硬さ軟らかさを表す2次元の弾性フレームデータを生成し、弾性値に
応じて色付けした弾性像を表示器に表示することが行われている。さらに、生体組織のボ
リュームに係る2次元の弾性フレームデータを複数枚取得して弾性像ボリュームデータを
生成し、ボリュームレンダリングにより3次元の弾性投影像を作成して表示器に表示する
ように構成されたものも知られている。
【０００４】
　弾性投影像を表示する狙いは、臓器に囲まれた硬い腫瘍部を抽出し、その腫瘍部の硬さ
や周りの組織の状態を観察して、その腫瘍部の悪性度を判断して、侵襲的な検査を避ける
ことや、適切な治療法を決めることなどにある。しかし、一般に、腫瘍部の周りには充実
性の組織が存在するから、通常のレンダリングによる3次元の弾性投影像を生成して表示
する方法では、視点から見ると周辺組織の高輝度のために腫瘍が隠れてしまい、両者を同
時に表示して視ることは難しいという問題がある。
【０００５】
　これに対して、特許文献1は、3次元の断層投影像をボリュームレンダリング処理する際
に、一般に用いる輝度値に対応させた不透明度テーブルに代えて、弾性値に対応させた不
透明度テーブルを用いることにより、硬い部位を際立たせた断層投影像を生成して表示す
ることを提案している。
【０００６】
　一方、特許文献2は、腫瘍部と血流の立体的な関係を視認するため、3次元の断層投影像
に設定された任意の断面における断層像と、3次元の血流投影像とを表示して、腫瘍組織
内を貫いている栄養血管の存在を判別しやすくすることを提案している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開2008-259605号公報
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【特許文献２】米国特許出願公開第2006/480732号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、特許文献1に開示された方法では、例えば目的の硬い部位以外の周辺組織が断
層投影像に表示されなくなるため、周辺組織との比較により悪性度を評価することが難し
い。また、特許文献2に開示された方法では、2次元断層像と血流投影像とを組み合わせて
表示することにとどまり、他の超音波投影像の特質を生かした組み合わせ表示については
考慮されていない。
【０００９】
　すなわち、超音波診断技術の進展に伴い、断層投影像に各種の超音波投影像が有する特
質を生かした断層投影像を構築することにより、診断の幅が広がることを期待できる。し
かし、従来は、各種の超音波投影像の特質を生かした断層投影像を生成することは、考慮
されていない。
【００１０】
　本発明が解決しようとする課題は、断層投影像に弾性投影像等の他の超音波投影像を組
み合わせた断層投影像を生成可能にして診断に寄与することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の課題を解決するため、本発明の超音波診断装置は、超音波の断層像ボリュームデ
ータと弾性像ボリュームデータに基づいてボリュームレンダリングにより断層投影像と弾
性投影像を生成するボリュームレンダリング部と、該ボリュームレンダリング部により生
成された断層投影像と弾性投影像を表示する表示器とを備え、前記ボリュームレンダリン
グ部は、レンダリング空間に設定されるカット面により仕切られる一方のレンダリング空
間について、設定される範囲内の弾性値を有する前記弾性像ボリュームデータのボクセル
に対応する前記断層像ボリュームデータのボクセルをレンダリングして前記断層投影像を
生成して前記表示器に表示させることを特徴とする。また、断層像ボリュームデータと弾
性像ボリュームデータを記憶するメモリ部、レンダリング空間に設定されるカット面を設
定する操作部を備える。
【００１２】
　また、上記の課題を解決するため、本発明の超音波画像表示方法は、超音波の断層像ボ
リュームデータと弾性像ボリュームデータを取得し、レンダリング空間に設定されるカッ
ト面により仕切られる一方のレンダリング空間について、設定される範囲内の弾性値を有
する前記弾性像ボリュームデータのボクセルに対応する前記断層像ボリュームデータのボ
クセルをレンダリングして断層投影像を生成し、該生成された断層投影像を表示器に表示
させる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、断層投影像に弾性投影像等の他の超音波投影像を組み合わせた断層投
影像を生成することができる。その結果、診断部位及び周辺組織等の立体構造、及び各種
の超音波像の特質を生かした断層投影像を観察することにより、診断の幅が広がることを
期待できる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の実施形態1の超音波診断装置のブロック構成図
【図２】実施例1のボリュームレンダリング部における処理手順を示すフローチャート
【図３】実施例1による断層投影像の効果を説明する模式図
【図４】実施例2による断層投影像の表示例を示す図
【図５】実施例3による断層投影像と直交3断面像とカット面の設定例を示す図
【図６】実施例4による断層投影像と直交3断面像とカット面の設定例の他の例を示す図
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【図７】実施例5の断層投影像の表示例を示す図
【図８】実施例6のボリュームレンダリング部における処理手順を示すフローチャート
【図９】実施例6による断層投影像と任意断面像の表示例を示す図
【図１０】本発明の実施形態2の超音波診断装置のブロック構成図
【図１１】実施形態2のボリュームレンダリング部における処理手順を示すフローチャー
ト
【図１２】実施形態2による断層投影像と断面像の表示例を示す図
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の断層投影像を構築して表示する機能を備えた超音波診断装置を、図示実
施形態に基づいて説明する。
(実施形態1)
　図1に、本発明を適用した実施形態1の超音波診断装置1のブロック構成図を示す。図示
のように、超音波診断装置1には、被検体12に当接させて用いる超音波探触子2と、超音波
探触子2を介して被検体12に一定の時間間隔をおいて超音波を繰り返し送信させる送信部5
と、被検体12から反射した反射エコー信号を受信する受信部6と、送信部5と受信部6を制
御する送受信制御部7と、受信部6で受信された反射エコーを整相加算する整相加算部8と
が備えられている。
【００２３】
　超音波探触子2は、複数の振動子を配設して形成されており、被検体12に振動子を介し
て超音波を送受信する機能を有している。超音波探触子2は、矩形又は扇形をなす複数の
振動子からなり、複数の振動子の配列方向と直交する方向に振動子を機械的に振り、超音
波を3次元に送受信することができる。なお、超音波探触子2は、複数の振動子が2次元配
列され、超音波の送受信を電子的に制御することができるものでもよい。
【００２４】
　送信部5は、超音波探触子2の振動子を駆動して超音波を発生させるための送波パルスを
生成する。送信部5は、送信される超音波の収束点をある深さに設定する機能を有してい
る。また、受信部6は、超音波探触子2で受信した反射エコー信号について所定のゲインで
増幅してRF信号すなわち受信信号を生成するものである。送受信制御部7は、送信部5や受
信部6を制御するためのものである。
【００２５】
　整相加算部8は、受信部6で増幅されたRF信号の位相を制御し、1点又は複数の収束点に
対し超音波ビームを形成してRF信号フレームデータ(RAWデータに相当)を生成するもので
ある。さらに、超音波診断装置1では、整相加算部8で生成されたRF信号フレームデータは
データ記憶部9に記憶される。断層情報演算部13は、データ記憶部9に記憶されたRF信号フ
レームデータに基づいて、断層フレームデータを構成する。断層像ボリュームデータ作成
部15は、断層情報演算部13で構成された断層フレームデータの取得位置(座標)に基づいて
3次元座標変換を行なって断層像ボリュームデータを生成する。また、断層情報演算部13
で構成された断層フレームデータを入力して、断層断面像作成部21は操作部4等から設定
される任意位置の断層断面像を生成するようになっている。
【００２６】
　弾性情報演算部14は、データ記憶部9に記憶された複数のRF信号フレームデータに基づ
いて2次元の弾性フレームデータを構成する。弾性像ボリュームデータ作成部16は、弾性
情報演算部14で構成される弾性フレームデータを取り込み、その取得位置(座標)に基づい
て3次元座標変換を行なって弾性像ボリュームデータを生成する。また、弾性断面像作成
部22は、弾性情報演算部14で構成される弾性フレームデータを取り込み、操作部4等から
設定される任意位置の弾性断面像を生成するようになっている。ボリュームレンダリング
部17は、断層像ボリュームデータから3次元の断層投影像(超音波投影像)を生成し、弾性
像ボリュームデータから3次元の弾性投影像を構成する。また、合成処理部10は、ボリュ
ームレンダリング部17により生成された超音波投影像、断層断面像作成部21と弾性断面像
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作成部22により生成された断層断面像と弾性断面像を、操作部4等から設定される表示指
令に基づいて合成するようになっている。合成処理部10で合成した合成画像、あるいは2
次元断層像や2次元弾性像等は表示器11に表示される。
【００２７】
　また、超音波診断装置1には、上述した各構成要素を制御する制御部3と、制御部3に各
種の指令を入力する操作部4を備えている。操作部4は、キーボードやトラックボール等を
備えている。
【００２８】
　次に、主要な各部の詳細構成を動作と共に説明する。断層情報演算部13は、制御部3に
より設定される設定条件に基づいて、データ記憶部9から出力されるRF信号フレームデー
タを入力してゲイン補正、ログ圧縮、検波、輪郭強調、フィルタ処理等の信号処理を行な
い、2次元断層画像を構成する。
【００２９】
　超音波探触子2は、複数の振動子を配設して形成されており、電子的にビーム走査を行
って被検体12に超音波を送受信する機能を有している。これに代えて、超音波探触子2は
、矩形又は扇形をなす複数の振動子からなり、複数の振動子の配列方向と直交する方向に
振動子を機械的に振り、超音波を3次元に送受信することができる。なお、超音波探触子2
は、複数の振動子が2次元配列され、超音波の送受信を電子的に制御することができるも
のでもよい。要は、超音波探触子2は、超音波のスキャン面を短軸方向、つまり、複数の
振動子が配列された長軸方向に直交する方向に走査して、被検体12の所定範囲のボリュー
ムの反射エコー信号を計測可能なものであればよい。また、スキャン面における超音波ビ
ームの走査角度θと、短軸方向における超音波ビームの振れ角度φを計測できるようにな
っていればよい。そして、超音波探触子2は、振れ角度φを変化させながら、送受信部に
よってスキャン面に超音波ビームを走査するとともに、被検体12からの反射エコー信号を
受信するようになっている。超音波診断装置1は、超音波の送受信と同時に送受信方向(θ
、φ)を計測することができるようになっている。
【００３０】
　断層像ボリュームデータ作成部15は、2次元断層画像の取得位置に相当する送受信方向(
θ、φ)に基づいて、複数の2次元断層画像について3次元変換を行ない、断層像ボリュー
ムデータを生成する。断層像ボリュームデータには、輝度に応じて、黒から白へ変化する
グレースケールや、赤みのあるセピアカラーなど、主に輝度に応じて明度が大きくなるカ
ラースケールが付与されている。
【００３１】
　弾性情報演算部14は、データ記憶部9に記憶された複数のRF信号フレームデータから、
生体組織の変位を計測する。生体組織の変位は、周知の手技又は機械的な圧迫、超音波に
よる衝撃、拍動などの体動により付与させることができ、2枚のRF信号フレームデータに
基づいて計測する。そして、弾性情報演算部14は、計測した変位に基づいて歪み又は弾性
率等の弾性値を演算して2次元の弾性フレームデータを作成する。弾性像ボリュームデー
タ作成部16は、弾性フレームデータの取得位置に相当する送受信方向(θ、φ)に基づいて
、複数の弾性フレームデータについて3次元変換を行なって弾性像ボリュームデータを生
成する。弾性像ボリュームデータの各ピクセルには、弾性値に応じてカラー値(青色、水
色、緑色、黄色、赤色等)を付与することができる。
【００３２】
　断層断面像作成部21は、操作部4で設定される任意の表示断面を指定する指令に基づい
て、断層情報演算部13で作成される断層像ボリュームデータから直交3断面に係る1つ以上
の2次元の断層断面像を作成する。弾性断面像作成部22は、同様に、操作部4で設定される
任意の表示断面を指定する指令に基づいて、弾性情報演算部14で作成される弾性像ボリュ
ームデータから直交3断面に係る1つ以上の2次元の弾性断面像を作成する。これらの断層
断面像と弾性断面像は、合成処理部10で重畳されて、表示器11に表示される。
【００３３】
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　本発明の特徴は、ボリュームレンダリングにある。そこで、本実施形態1のボリューム
レンダリング部17の特徴構成及び動作を、実施例に分けて説明する。
【００３４】
　＜実施例1＞
　図2に、ボリュームレンダリング部17の実施例1のフローチャートを示し、図3に本実施
例により生成される超音波投影像の特徴の説明図を示す。図3(a)は、3次元の断層投影像3
01を模式的に示した図であり、軟部組織中に硬い腫瘍部302が内包されている例である。
この場合、通常のボリュームレンダリングによれば、腫瘍部302の周辺組織が軟部組織で
腫瘍部302よりも高輝度の場合は、腫瘍部302が隠されて周りの軟部組織のみが断層投影像
301として描出されるから、検者は腫瘍部302を視認することができない。
【００３５】
　ここで、図3(b)の模式図に示すように、例えば、断層像ボリュームデータ中にカット面
304を設定し、カット面304よりも視点側(図において手前側)を、通常のボリュームレンダ
リングによる断層投影像301を表示しない領域(以下、適宜、非表示領域という。)に設定
する。したがって、カット面304よりも手前側には通常のボリュームレンダリングによる
断層投影像が表示されないから、カット面304で切断された断層投影像301の断面305に、
腫瘍部302の断層像が表示される。これにより、検者は、断層投影像301内に腫瘍部302が
存在していることを視認することができる。本実施例では、さらに、図3(c)に示す超音波
投影像300を生成して表示するようにしている。つまり、腫瘍部302の形態を投影画像化す
るため、腫瘍部302の特質である生体組織の硬さ(弾性値)を基準にカット面304の手前側の
断層像ボリュームデータをボリュームレンダリングすると、例えば半球状の腫瘍部302を
含む断層投影像307が表示される。つまり、弾性像ボリュームデータを検索して、弾性値
が可変設定される閾値を満たすボクセルを抽出する。そして、抽出されたボクセルに対応
する断層像ボリュームデータのボクセルをレンダリングして弾性を加味した断層投影像30
7を生成して表示する。これにより、検者は、断層投影像301内に存在する腫瘍部302の形
態の一部を視認することができる。
【００３６】
　次に、図3(c)の超音波投影像300を生成するボリュームレンダリング部17の処理手順を
、図2に沿って説明する。まず、ステップ201において、カット面304を設定する。このカ
ット面304は、表示器11に表示される断層投影像301に対し、操作部4を介して任意の位置
及び傾きに設定することができる。ここで、ボリュームレンダリング部17には、カット面
304の裏側(反視点側)の領域は、通常のボリュームレンダリングによる断層投影像の表示
領域として設定されている。したがって、カット面304の視点側の領域は、通常のボリュ
ームレンダリングによる断層投影像を表示しない非表示領域とされているが、後述する特
質をもった断層投影像を表示するように設定されている。
【００３７】
　次いで、ステップ202において、ボリュームレンダリングを開始する。ここでは、説明
の都合上、表示領域に表示される投影像を通常のボリュームレンダリングによる断層投影
像とし、非表示領域に表示される断層投影像を本発明の特徴であるボリュームレンダリン
グ処理をした弾性の特質をもった断層投影像として説明する。まず、ステップ203にて投
影面の処理対象ピクセルの位置を更新(最初は、初期化)し、ステップ204にてレンダリン
グ対象の視線上の奥行きの処理対象ボクセルの位置を順次奥側に更新(最初は、初期化)す
る。
【００３８】
　次に、投影面を基準に、更新した処理対象ボクセルの座標位置を求め(ステップ205)、
処理対象ボクセルが表示領域内か否かを判断する(ステップ206)。表示領域内の場合は、
ステップ208に進んで、処理対象ボクセルの輝度値をレンダリング、つまり積算処理する
。一方、処理対象ボクセルが表示領域内でないときは、ステップ207に進んで、処理対象
ボクセルの座標位置に対応する弾性像ボリュームデータのボクセルの弾性値を読み出し、
その弾性値が予め定めた閾値を満たすか否か判断する。ここで、閾値は、一定値以上を満
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たすこと、又は下限値と上限値を有する範囲内を満たす条件で設定することができる。ス
テップ207の判断で、処理対象ボクセルの弾性値が閾値を満たしている場合は、ステップ2
08に進んで、処理対象ボクセルの輝度値をレンダリング処理する。ステップ208のレンダ
リング処理が終了した場合は、ステップ209に進む。
【００３９】
　一方、ステップ207の判断で、処理対象ボクセルの弾性値が閾値を満たしていない場合
は、ステップ209に進む。ステップ209は現在処理中の視線上のボクセルについて、奥行き
方向の最後のボクセル迄のレンダリング演算が終了したか否か判断する。ステップ209の
判断で、奥行き方向の最後のボクセル迄のレンダリング演算が終了していなければ、ステ
ップ204に戻って、処理対象ボクセルの位置を更新して、ステップ205～209を繰り返す。
【００４０】
　ステップ209の判断で、奥行き方向の最後のボクセル迄のレンダリング演算が終了して
いれば、ステップ210に進んで、投影面の全ピクセルについてレンダリング演算が終了し
たか否かを判断する。ステップ210の判断で、投影面の全ピクセルについてレンダリング
演算が終了していなければ、ステップ203に戻って、処理対象ピクセルの位置を更新して
、ステップ204～210を繰り返す。ステップ210の判断で、投影面の全ピクセルについてレ
ンダリング演算が終了していれば、ステップ211に進んで、レンダリングにより生成され
た断層投影像のピクセルをピクセル値に応じてRGB変換して、所定の色付けを行って処理
を終了する。
【００４１】
　ここで、ステップ203～210迄の処理を、さらに具体的に説明する。いま、投影面上の処
理対象ピクセルに対応する視線上の処理対象ボクセルが、表示領域にあるとき、処理対象
ピクセルの出力ピクセル値Coutは、式(1)、(2)により、ボクセル値Ci、不透明度Ai、勾配
Siを積算することにより、3次元の超音波投影像が得られる。式(1)、(2)は、レボイ(Levo
y)等によりよく知られているボリュームレンダリング方式である。
【００４２】
　　　　Cout＝Cout-1＋(1－Aout-1)・Ai・Ci・Si　　　(1)
　　　　Aout＝Aout-1＋(1－Aout-1)・Ai　　　　　　　　　　(2)
　ここで、Ciは作成される2次元の投影面上のある点から、3次元の画像を見た視線上でi
番目に存在するボクセルのボクセル値であり、視線上にNボクセルのデータが並んだとき
、i＝0～Nまでを積算した値Coutが最終的な出力ピクセル値となる。Cout-1はi-1番目まで
の積算値である。
【００４３】
　また、Aiは視線上i番目に存在するボクセルの不透明度であり、0～1.0の値をとり、Si
はボクセル値である輝度Ciの傾きから算定される陰影付けのための重み成分で、例えば、
光源とボクセルiを中心とした面の法線が一致する場合、もっとも強く反射するため1.0が
与えられ、光源と法線が直交する場合には0.0が与えられるなど、強調効果を示す。Cout
、Aoutは、ともに0を初期値とし、式(2)に示される様にAoutはボクセルを通過するたびに
積算されて1.0に収束する。よって、式(1)に示されるようにi-1番目までのボクセルの不
透明度の積算値Aout-1がほぼ1.0となった場合、i番目のボクセル値Ciは出力画像に反映さ
れない。このようにして、視線上のボクセル位置のiを更新してN番目に達した場合、ある
いは不透明度の積算値Aoutがほぼ1.0になった場合、その視線上のボリュームレンダリン
グを終了して、次のピクセル位置に視線を更新する。
【００４４】
　このようにして本実施例のボリュームレンダリング部17においては、断層像ボリューム
データと弾性像ボリュームデータとに基づいて、断層像の3次元投影像を生成して合成処
理部10へ転送する。これにより、図3(c)に示した弾性値が反映された断層投影像307が表
示器11に表示されるから、検者は腫瘍部302の形態及び断層投影像に表れる周辺組織の形
態を観察して、的確な診断をすることができる。つまり、断層投影像307を構成するそれ
ぞれの超音波投影像が有する特質の関連を視認して診断できるから、診断の幅が広がる。
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【００４５】
　なお、ステップ208において断層像のボクセル値をカラースケールに従ってRGBの色コー
ドへ変換し、式(1)に基づいてR、G、Bの要素ごとに積算処理を行うことも可能である。こ
の場合は、ステップ211によるRGB変換を実施する必要はない。
【００４６】
　以上説明したように、本実施例は、超音波の断層像ボリュームデータと弾性像ボリュー
ムデータに基づいてボリュームレンダリングにより断層投影像と弾性投影像を生成するボ
リュームレンダリング部17と、ボリュームレンダリング部17により生成された断層投影像
と弾性投影像を表示する表示器11と備え、ボリュームレンダリング部17は、レンダリング
空間に設定されるカット面により仕切られる一方のレンダリング空間について、設定され
る閾値を満たす弾性値を有する弾性像ボリュームデータのボクセルに対応する断層像ボリ
ュームデータのボクセルをレンダリングして断層投影像を生成して表示器11に表示させる
。すなわち、超音波の断層像ボリュームデータと弾性像ボリュームデータを取得し、レン
ダリング空間に設定されるカット面により仕切られる一方のレンダリング空間について、
設定される閾値を満たす弾性値を有する前記弾性像ボリュームデータのボクセルに対応す
る前記断層像ボリュームデータのボクセルをレンダリングして断層投影像を生成し、該生
成された断層投影像を表示器11に表示させる。
また、断層像ボリュームデータと弾性像ボリュームデータを記憶するメモリ部(図示しな
い。)と、レンダリング空間に設定されるカット面を設定する操作部4を備える。ボリュー
ムレンダリング部17は、カット面により仕切られる他方のボリュームレンダリング空間に
ついては、断層像ボリュームデータを通常のレンダリングによる断層投影像を生成して表
示器11に表示させる。
よって、カット面304により通常のボリュームレンダリングによる断層投影像を表示する
領域と、本発明の特徴のボリュームレンダリング処理をした断層投影像を表示する領域に
仕切り、弾性値が閾値を満たす腫瘍部の断層像ボリュームデータをボリュームレンダリン
グ処理して、その断層投影像を表示するようにした。これにより、従来であれば、周辺組
織に隠されてしまう腫瘍部であっても、弾性ボリュームデータが有する弾性値を参照して
、断層投影像のボクセルのうち一定の弾性値を有するボクセルをボリュームレンダリング
処理して投影像を生成するようにしたのである。これにより、図3(c)に示すように、カッ
ト面の視点側の領域に、周辺組織が取り除かれた腫瘍部302に対応する立体的な表面を有
する腫瘍部を含む断層投影像307の部分のみを表示させることができる。言い換えれば、
高輝度の周辺組織に囲まれた特定の硬さをもつ腫瘍を描画する場合、本実施例によれば、
例えば、腫瘍部302と、その周辺組織の断面305及び断層投影像を同時に認識することがで
きる。
【００４７】
　＜実施例2＞
　図4に、本実施例2により表示される超音波投影像400の一例を示す。本実施例のボリュ
ームレンダリング部17は、実施例1のボリュームレンダリング部17の変形例であり、図示
のように、カット面304の手前側に加えて、カット面304により切断された切断面404自体
を通常のボリュームレンダリングによる断層投影像を表示しない領域に設定した例である
。そして、切断面404に断層投影像401の切断面404における2次元の断層断面像405を表示
する。ボリュームレンダリング部17は、断層像ボリュームデータ又は弾性像ボリュームデ
ータに基づいて、カット面304に断層断面像又は弾性断面像を生成して表示器11に表示さ
せる。表示された断層断面像405に血管像403が表れている。また、断層断面像405の領域
内に、硬い腫瘍部302を含む断層投影像307が立体的に表示されている。この超音波投影像
400を観察することにより、栄養血管が腫瘍部302に流れ込んでいることを直感的に理解す
ることができる。
【００４８】
　図4において、超音波投影像400に並べて、弾性値のカラースケール406が表示されてい
る。カラースケール406は、弾性値を複数の階調に区分し、階調に合わせて色調を変えて
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いる。カラースケール406に付された閾値マーク407、408は、表示したい弾性値の閾値の
範囲(下限、上限)を表すもので、検者は、操作部4を介して閾値の範囲を可変設定するこ
とにより、断層投影像307に表示したい弾性値を有する領域、例えば腫瘍に相当する硬さ
を指定することができる。これにより、カラースケール406に付された閾値マーク407、40
8により設定された閾値の範囲の弾性値を有するボクセルをレンダリングし、腫瘍部302を
含む断層投影像307が表示される。つまり、閾値マーク407、408が硬い領域を示している
とすれば、3次元の断層投影像401は、カット面304の手前の視点側の空間領域の軟らかい
領域のみを非表示にした画像となる。
　
【００４９】
　＜実施例3＞
　図5に、本実施例3により表示される超音波投影像400の一例を示す。本実施例は、図1の
断層断面像作成部21と弾性断面像作成部22により作成された任意の直交3断面像を、実施
例2の超音波投影像400に並べて表示器11に表示するようにした例である。すなわち、直交
3断面の矢状断面像501、冠状断面像502、水平断面像503は、それぞれ断層断面像作成部21
と弾性断面像作成部22により作成された断層断面像と弾性断面像が重ねて表示された画像
である。
【００５０】
　本実施例では、表示器11に表示される矢状断面像501において、操作部4を介してカット
断面505を設定することにより、カット面304を設定することができるようになっている。
カット断面505でカット面304を設定した場合は、視線上の奥行き方向に水平に伸びた面と
して3次元のボリューム中に設定され、これに応じて3次元の断層投影像上に断層断面像40
5を作成する。この場合、矢状断面像501内の腫瘍部を参照しながらカット面を設定するこ
とができるから、容易に腫瘍部を抽出することができる。また、断層像の矢状断面像501
に重畳された弾性断面像のカラースケールを参照しながら、弾性の閾値マーク407，408を
設定することで、より直感的に描画範囲を決定することが可能である。
【００５１】
　＜実施例4＞
　図6に、本実施例4により表示される超音波投影像600の一例を示す。本実施例は、図5に
示した実施例3の任意の断面像の変形例と、カット面の他の実施例である。すなわち、図1
の断層断面像作成部21と弾性断面像作成部22により作成された任意の直交3断面像を、超
音波投影像600に並べて表示器11に表示した例である。直交3断面の矢状断面像601、冠状
断面像602、水平断面像603は、それぞれ断層断面像作成部21と弾性断面像作成部22により
作成された断層断面像と弾性断面像が重ねて表示した画像である。
【００５２】
　本実施例においては、直交する3断面像上の各軸に対して平行なカット断面604、605、6
06により、一対の平行なカット面を設定する。なお、一対のカット面は、必ずしも平行で
ある必要はない。本実施例の場合は、直方体として3次元の断層投影像607を切り出して、
超音波投影像600を描出することができる。ここで、カット断面606によって腫瘍部が通常
のボリュームレンダリングによる断層投影像を表示しない領域にあった場合でも、カラー
スケール406上の閾値マーク407、408により設定された弾性値の閾値の範囲により、腫瘍
部を含む断層投影像307が立体的に描出され、周りの組織との関係を容易に把握できる表
示が可能になる。
【００５３】
　＜実施例5＞
　図7に、実施例4の変形例の超音波投影像612の表示例を示す。本実施例は、一対の平行
なカット面の外側が通常のボリュームレンダリングによる断層投影像を表示しない領域と
して設定された例である。本実施例によれば、球状の腫瘍部302を含む断層投影像307のカ
ット断面606の表側の断層投影像307aと裏側の断層投影像307bが表示される。さらに、操
作部4を介して超音波投影像612の視点を自由に回転させるようにすることもできる。これ
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により、一対の平行なカット面の表側と裏側の断層投影像307a、307bとカット面との3次
元的な位置関係を直感的に認識することが可能である。
【００５４】
　＜実施例6＞
　図8と図9を参照して、本発明の実施例6を説明する。本実施例が実施例1等と異なる点は
、図1に示した超音波診断装置のボリュームレンダリング部17で実施されるレンダリング
処理にある。すなわち、ボリュームレンダリング部17で実施されるレンダリング処理は、
図8に示すように、図2のステップ208の積算処理(レンダリング)を、断層像積算処理(レン
ダリング)708と弾性像積算処理(レンダリング)709に分けたことにある。その他の点は、
図2と同一であることから、説明を省略する。
【００５５】
　ステップ206において、処理対象ボクセルが表示領域内であれば、断層像積算処理(レン
ダリング)708にて、式(1)、(2)に従い、断層像の積算処理を行う。カット面の視点側の領
域の場合は、ステップ207において、処理対象ボクセルの弾性値が閾値を満たしているか
否か判断する。ステップ207の判断が肯定であれば、弾性像積算処理(レンダリング)709に
おいて、式(1)、(2)に従い、弾性像の積算処理も行う。
【００５６】
　つまり、通常のボリュームレンダリングによる断層投影像の表示領域であるか、あるい
は通常のボリュームレンダリングによる断層投影像の表示領域でなくても、表示したい弾
性値を持つボクセルであった場合に断層像ボリュームデータについて積算処理が行われる
。
【００５７】
　一方、断層投影像の表示領域であり、かつ、表示したい弾性値を持たないボクセルであ
ったときのみ、積算処理が実施されない。さらに、断層投影像の表示領域で、かつ、表示
したい弾性値を持ったボクセルのときには、弾性像の積算処理が実施される。
【００５８】
　本実施例のボリュームレンダリング部17では、上述したように、弾性像ボリュームデー
タと、断層像ボリュームデータに基づいて、弾性投影像が重畳された3次元の断層投影像
を生成し、合成処理部10を介して表示器11に転送する。その結果、本実施例によれば、カ
ット面の視点側の腫瘍部のみに弾性像のカラースケールで色付けした断層投影像を得るこ
とができる。
【００５９】
　また、ステップ708、709において断層投影像と弾性投影像のボクセル値をカラースケー
ルに従いRGBの色コードへ変換し、式(1)に基づいてR、G、Bの要素ごとに積算処理を行う
ことも可能である。この場合、ステップ211によるRGB変換は実施せず、弾性像と断層像の
加算のみ実施すればよい。
【００６０】
　図9は、本実施例により生成される超音波投影像800の例である。図示のように、カット
面304の視点側の領域にある腫瘍部302の断層投影像307は、断層投影像に弾性投影像が重
畳された投影像になっている。また、断層投影像307の弾性投影像は、弾性値に応じてカ
ラースケールで色付けされ、直感的に硬さを認識できる。また、断層断面像作成部21と弾
性断面像作成部22にてカット面304における断層断面像と弾性断面像を作成し、それらを
合成処理部10で合成した合成画像804を作成して、超音波投影像800に並べて表示すること
で、カット面304における硬さを正しく理解することができる。
(実施形態2)
　図10、図11、図12を参照して、本発明を適用した実施形態2の超音波診断装置を説明す
る。図10は本実施形態の超音波診断装置900のブロック構成図である。図10が図1と異なる
点は、血流情報演算部901と、血流像ボリュームデータ作成部902と、血流断面像作成部90
3を設けたことにある。
【００６１】
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　血流情報演算部901は、データ記憶部9に記憶された複数のRF信号フレームデータから、
ドプラによって生じた周波数偏移により、血流速度や血流量(パワー)の血流情報を演算す
る。血流像ボリュームデータ作成部902は、2次元弾性画像の取得位置に相当する送受信方
向(θ、φ)に基づいて、複数の2次元血流画像について3次元座標変換を行ない、血流像ボ
リュームデータを生成する。血流像ボリュームデータには、血流値に応じてカラー値(例
えば方向により暖色系から寒色系へ変化するカラースケール)が付与されている。メモリ
部は、血流像ボリュームデータを記憶することができる。
【００６２】
　血流断面像作成部903は、操作部4で設定される任意の表示断面を指定する指令に基づい
て、血流情報演算部901で作成される血流像ボリュームデータから直交3断面に係る1つ以
上の2次元の血流断面像を作成する。血流断面像作成部903により作成された血流断面像は
、断層断面像作成部21と弾性断面像作成部22で作成された各断面像とともに同時に合成処
理部10へ転送されて、表示器11に例えば重畳表示される。
【００６３】
　図11は、本実施形態のボリュームレンダリング部17で実施されるレンダリング処理のフ
ローチャートである。図11において、図8のフローチャートと異なる点は、ステップ207又
はステップ708の下流側に、血流像積算処理(レンダリング)を行うステップ1010を設けた
ことにある。その他の点は、図8と同一であることから、説明を省略する。
【００６４】
　血流像積算処理(レンダリング)を行うステップ1010は、カット面の視点側の領域におい
て、弾性値が閾値を満たすか否かにかかわらず、血流像ボリュームデータの積算処理を実
行する。その結果、カット面の反視点側の領域の断層投影像と、カット面の視点側の領域
の断層投影像及び血流投影像が加算され、図12(a)に示す超音波投影像1100が作成されて
表示器11に表示される。図示のように、3次元の超音波投影像1100は、カット面304の視点
側の領域にある腫瘍部302の断層投影像1103が色付けされ、直感的に硬さを認識できる。
また、3次元の血流投影像1105が立体的に表示される。その結果、それらの投影像と周囲
の2次元の断面像1104と同時に参照することで、腫瘍部周辺の構造を容易に理解すること
が可能となる。つまり、本実施形態によれば、腫瘍部と血管との3次元的な関係を容易に
認識できる。
【００６５】
　また、図12(b)に示すように、断層断面像作成部21と、弾性断面像作成部22と、血流像
断面作成部903にて、カット面304における断面1101の腫瘍部302と血管403と周辺の断層像
を作成して重ねて合成断面像1107として表示することにより、カット面304の位置におけ
る各部の生体組織の硬さを正しく理解することができる。
【符号の説明】
【００６６】
　2　超音波探触子、3　制御部、4　操作部、9　データ記憶部、10　合成処理部、11　表
示器、13　断層情報演算部、14　弾性情報演算部、15　断層像ボリュームデータ作成部、
16　弾性像ボリュームデータ作成部、17　ボリュームレンダリング部、21　断層断面像作
成部、22　弾性断面像作成部
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